
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
十
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

別
表
第
１
の
５
の
注
ニ
中
「(Ⅳ
)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
４
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
0
3

に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
２
の
６
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ
)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



二
頁

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
５
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
1
9
2

に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
３
の
５
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)
」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
４
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
0
3
に
相

当
す
る
単
位
数

別
表
第
４
の
５
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)
」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
４
の
２
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
2
5
4

に
相
当
す
る
単
位
数

別
表
第
５
の
６
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ
」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
５
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
3
5
に
相
当



三
頁

す
る
単
位
数

別
表
第
６
の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

14

を
「(Ⅳ

)
」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
3
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
4
2
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、

別
表
第
７
の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ
)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

13

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
、
「指

定
自
立
訓
練

（

生
活
訓
練

）事
業
所
に
お
い
て
行
う
場
合

（単
独
型
事
業
所
を
除
く

）
」
を
「指

定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業

。

所

（単
独
型
事
業
所
を
除
く

）に
お
い
て
行
う
場
合

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と
し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に

。

、
「指

定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業
所

（同
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業
所
を
い
う

。以

下
同
じ

。

）に
お
い
て
行
う
場
合

（単
独
型
事
業
所
を
除
く

）
」
を
「指

定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業
所

（単
。

独
型
事
業
所
を
除
く

）に
お
い
て
行
う
場
合

」
に
改
め
、
「
（指

定
障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
基
準
第
1
6
6
条
第
１
項
第

。

１
号
ロ
に
規
定
す
る
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）
」
、
「
（指

定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
基
準
第
2
0

8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）
」
及
び
「
（指

定
障
害
福
祉
サ

ービ

ス
基
準
第
2
1
3
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
外
部
サ

ービ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う

。以
下
同
じ

。



四
頁

）
」
を
削
り
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
2
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練

（指
定
障
害
福
祉
サ

ー

ビ
ス
基
準
第
1
6
6
条
第
１
項
第
１
号
ロ
に
規

定
す
る
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
い
う

以
下
同
じ

）を
行
う
指
定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業
所

（

。
。

同
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練

（生
活
訓
練

）事
業
所
を
い
う

以
下
同
じ

）
（単

独
型
事
業
所
を
除

。
。

く

）に
お
い
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
1
0
0
0
分
の
5
7
に
相
当
す
る
単
位
数

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所

。
、

（指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
基
準
第
2
0
8
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う

以
。

下
同
じ

）
（単

独
型
事
業
所
を
除
く

）に
お
い
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
1
0
0
0
分
の
7
4
に
相
当
す
る
単

。
。

位
数

外
部
サ

ービ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所

（指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
基
準
第
2
1
3
条
の

、

４
第
１
項
に
規
定
す
る
外
部
サ

ービ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う

以
下
同
じ

）
（単

。
。

独
型
事
業
所
を
除
く

）に
お
い
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
1
0
0
0
分
の
1
7
0
に
相
当
す
る
単
位
数
又
は
単
独

。

型
事
業
所
に
お
い
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
1
0
0
0
分
の
4
2
に
相
当
す
る
単
位
数

）

別
表
第
８
の
３
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ
」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
及
び
２
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
2
5
に
相
当
す
る



五
頁

単
位
数

別
表
第
９
の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

14

を
「(Ⅳ

)
」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
3
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当

す
る
単
位
数

別
表
第

の
９
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ
)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

10

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
８
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
7
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、

別
表
第

の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

11

13

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
2
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
7
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、



六
頁

別
表
第

の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

12

16

を
「(Ⅳ

)
」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
5
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
6
7
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、

別
表
第

の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

13

15

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ
」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
4
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
4
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、

別
表
第

の

の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

14

17

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ
)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に
注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)
１
か
ら
1
6
ま
で
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
5
2
に
相
当

す
る
単
位
数

（指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
あ
っ
て
は

1
0
0
0
分
の
6
9
に
相
当
す
る
単
位
数

）

、

別
表
第

の
９
の
注
ニ
中
「(Ⅳ

)

」
を
「(Ⅴ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ニ
を
同
ホ
と
し
、
同
ハ
中
「(Ⅲ

)

」

15



七
頁

を
「(Ⅳ

)

」
に
、
「ロ

」
を
「ハ

」
に
改
め
、
同
ハ
を
同
ニ
と
し
、
同
ロ
中
「(Ⅱ

)

」
を
「(Ⅲ

)

」
に
改
め
、
同
ロ
を
同
ハ
と

し
、
同
イ
中
「(Ⅰ

)

」
を
「(Ⅱ

)

」
に
改
め
、
「
（１

の
２
及
び
１
の
３
を
除
く

。ロ
の
⑴
及
び
1
0
の
⑴
に
お
い
て
同
じ

。

）
」
及
び
「
（１

の
６
を
除
く

。ロ
の
⑵
及
び
1
0
の
⑵
に
お
い
て
同
じ

。

）
」
を
削
り
、
同
イ
を
同
ロ
と
し
、
同
注
に

注
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
福
祉
・
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

(Ⅰ
)

⑴
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
場
合

１
か
ら
８
ま
で

（１
の
２
及
び
１
の
３
を
除
く

。ロ
の
⑴

ハ
、

の
⑴
及
び
1
0
の
⑴
に
お
い
て
同
じ

。

）に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
7
4
に
相
当
す
る
単
位
数

⑵
外
部
サ

ービ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
の
場
合

１
の
２
か
ら
８
ま
で

（１
の
６
を
除
く

。ロ
の
⑵

ハ
の
⑵
及
び
1
0
の
⑵
に
お
い
て
同
じ

。

）に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
の
1
0
0
0
分
の
1
7
0
に
相
当

、

す
る
単
位
数


